
様式第２号（第８条関係） 

 

会  議  録 

 

１ 会議の名称  令和６年度 第１回川根本町農業総合支援協議会 

 

２ 会議の日時  令和７年３月３日（月）午後１時30分から午後２時45分まで 

 

３ 開催場所   川根本町役場 ３階 大会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

（１）委 員  

丹野浩之（会長）、筑地美帆、芹澤利惠、橋本立生、風間光一郎、山下尊 

山田敏男、瀧尾政之、小田康利、梶山嘉久、金子明悟、西井戸寛二 

澤井康二、松下守、山本博信、栗原春子、坂本政司、藤中康彦、千澤多津枝 

西川 博（志太榛原農林事務所）、薗田靖邦（町長） 

 

（２）執行機関（事務局） 

産業振興課 課長 澤口誠一郎、農業室長 中村益幸、農業室主幹 山村のどか 

農業室主事 海野哲也 

 

（３）協力機関 

   小林知宏（JA大井川川根営農経済センター長） 

 

５ 議 題  

議事１ 農業経営改善計画認定について 

議事２ 地域計画（案）認定について 

 

６ 会議資料の名称 

川根本町農業総合支援協議会名簿 

農業経営改善計画認定審査資料 

地域計画（案） 

目標地図（案）   

 

７ 発言の内容  以下のとおり 

  

【会長あいさつ】 

昨年、皆様に御協力いただいた地域計画（案）が策定された。 

本日、詳細の説明をさせていただき、御意見を頂戴する。 

 



【町長あいさつ】 

 （冒頭）町全体の行政報告。 

  引き続き、農業振興について御支援いただきたい。 

 

【開 会】 

会 長  規約第11条に基づき、現在数の過半数を超える21名の委員の出席をもって会

議の成立を宣する。ただ今から、令和６年度川根本町農業総合支援協議会を開催

する。 

規約第15条に基づき、議事録署名人を指名する。異議はないか。 

 

（全員異議なし） 

 

【議事録署名人】 

 会長の指名により、橋本立生委員、藤中康彦委員を選任する。 

 

【議 事】 

 

会 長  議事１「農業経営改善計画認定について」を議題とし、事務局に説明を求める。 

 

事務局  ・制度概要の説明 

     ・農業経営基盤強化促進基本構想の説明 

     ・農業経営改善計画認定申請書の内容説明 

 

会 長  事務局の説明が終了した。質問、意見がある委員は挙手願う。 

 

委 員  計画中、コスト削減のため防霜ファンは使用しないと記載があるが対応策はあ

るか。 

 

事務局  碾茶生産では、防霜ファンを使用しないケースがあることを承知している。 

     技術的な観点から、ＪＡ大井川から補足いただきたい。 

 

Ｊ Ａ   春整枝の時期が遅くなるため、防霜ファンは使用しなくても大丈夫ではないか。 

 

会 長  生産農家も参加しているので補足があれば説明いただきたい。 

 

委 員  碾茶は摘採期が遅くなるため、霜被害が少ない。また煎茶に比べて品質には大

きく影響しないのではないかと想定される。 

 

会 長  採決に移る。 

議事１について、賛成の委員は挙手願う。 



     （全員挙手） 

 

会 長  全員賛成ですので、承認とする。 

 

会 長  次に議事２「地域計画（案）について」を議題とし、事務局に説明を求める。 

 

事務局  制度内容、地域計画策定までの流れ及び経過説明。 

 

会 長  事務局より、説明のあった事項について質問はあるか。 

 

     （質問なし） 

 

会 長  次に地域計画（案）について、事務局より説明を求める。 

 

事務局  資料に基づき、中川根中部、中川根南部の地域計画（案）を説明。 

 

会 長  中川根中部、中川根南部の地域計画（案）について、質疑に移る。 

     質問・意見はあるか。 

 

委 員  農業を担う者の属性に到達者という文言があるが、その意味を説明願う。 

     

事務局  町基本構想における基準値の達成者という意味である。 

 

会 長  次に、中川根北部、本川根の地域計画（案）について、説明を求める。 

 

委 員  資料に基づき、中川根北部、本川根の地域計画（案）を説明。 

 

会 長  中川根北部、本川根の地域計画（案）について、質疑に移る。 

     質問・意見はあるか。 

 

委 員  獣害対策が大きな鍵となると感じている。 

農業委員会の先進地視察研修で学んだことを活かしていくことが大切である。 

 

会 長  農業委員会でも鳥獣被害・対策について検討している点を広報等で町民にも伝 

達できる機会を作っていきたい。 

 

会 長  ここで、志太榛原農林事務所より、今回の地域計画（案）について御意見をい

ただく。 

 

委 員  管内においても作業が進んでいるが、目標地図を作るうえで将来の担い手とな



る者は、現況・目標とあまり変わらない傾向にある。 

しかし、地域計画は、将来の農業を検討するうえで、重要な役割を果たすこと

は明白であり、今後ブラッシュアップしていくことが大切である。 

     川根本町では、茶産業が活性化することにより農家のみならず公共の利益につ

ながると考えている。 

     県では、茶生産における新たな支援策の制度化に取り組んでいる。 

      

会 長  多くの御意見をいただいた。 

     採決に移る。 

議事２について、賛成の委員は挙手願う。 

 

    （委員全員賛同） 

 

会 長  全員賛成ですので、承認とする。 

 

  以上をもって本日の日程は全て終了した。これにて閉会とする。 

 

 

上記会議録の顛末を記載し、その相違ないこと認めここに署名する。 

 

令和７年３月３日 

 

 

 

川根本町農業総合支援協議会  会 長   丹野 浩之  ○印 

 

 

     同         委 員   藤中 康彦  ○印 

 

 

同         委 員   橋本 立生  ○印 

 


